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個人事業主 宮城県登米市 R7.3.6
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第483条

悪天候のため、伐木作業を行わせるにあた
り、危険が予想されたのにもかかわらず、
当該作業に労働者を従事させたもの

R7.3.6送検

（株）ワイエスケー 宮城県東松島市 R7.3.14 労働基準法第15条
労働者を雇い入れるに際して、労働条
件について、書面を交付する等により
明示しなかったもの

R7.3.14送検

本吉町森林組合 宮城県気仙沼市 R7.4.11
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条

伐倒の際に待避する場所をあらかじめ
定めることなく労働者に伐木作業を行
わせたもの

R7.4.11送検

（株）県南開発 宮城県岩沼市 R7.8.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条

一定の合図を定め、合図をするものを指名
して、関係労働者に対し合図をさせずに機
械の運転を開始させたもの

R7.8.20送検

日本通運（株） 東京都千代田区 R7.11.25
労働安全衛生法第22条
酸素欠乏症等防止規則第4条

作業を開始する前に、空気中の酸素の濃度
を測定するため必要な測定器具を備え、又
は容易に利用できるような措置を講じな
かったもの

R7.11.25送検

（株）シー・シー・マイン
ド

宮城県仙台市 R7.12.1 最低賃金法第４条
労働者１名に、１か月分の定期賃金合
計約30万円を支払わなかったもの

R7.12.1送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案


